
様式１－３（支払請求用）

	令和８年度エイジフレンドリー間接補助金（専門家総合対策コース）
自社の安全衛生担当者等によるリスクアセスメント・労働災害防止対策
請求に必要な提出資料一覧表







※専門家総合対策コース(自社の安全衛生担当者等によるリスクアセスメント・労働災害防止対策)にて交付決定された場合はこちらの必要資料を揃えてください
支払請求書類に関する注意事項
	◆対策・取組完了後は速やかにエイジフレンドリー補助金事務センターへ郵送等してください(メール不可）
・Jグランツ請求で資料に不備・不足があった場合は受け付けることができませんので、提出資料を確認の上請求してください
・郵送等の請求で、資料に軽微な不備・不足があった場合は補助金担当者様宛に事務センターよりご連絡を差し上げますので「担当者氏名」「連絡先」は正しく記入してください
· 連絡がつかない場合は、支払ができません

◆交付決定通知書の受理日より前に補助対象の発注及び取組を開始していた場合は、その取組は支払いの対象外です
　また、交付決定後であっても、発注等を行う前の補助事業の実施についても、同様の扱いになります
なお、補助対象の取組がすべて完了する前に費用を業者に支払った場合（いわゆる「前払い」）についても、補助金を支払うことができませんので、すべての補助対象の取組が完了した後に業者に支払いをしてください　　
※　電子商取引購入（インターネット販売）の場合も商品が納入される前に代金を支払ったものは補助金を支払うことができません

◆補助対象と補助対象外（自社分等）は、区分経理し発注・納品・請求・支払等は補助対象の物のみで行い補助対象外（自社分等）と一緒にしないでください。補助対象金額が明確に確認できない場合補助金はお支払いできません
　　※　資料の提出に際して発注先・購入先等が複数の場合は業者ごとに発注書・納品書・請求書、支払等を整理してください

· 支払請求書類は両面印刷しないでください(片面印刷されたものを提出ください)　

· 社印・角印等の押印は要りません

· 支払い請求書類のファイリング、インデックスの貼り付け、ホッチキス止めはしないでください

· 支払い請求書類の原本は必ずお手元にお持ちいただき、写しを提出してください





(第２段階)　リスクアセスメント結果を踏まえた、労働災害防止対策の実施(採択の場合)
	必要資料
	「書類名称」、その他注意事項

	1 様式３
	「令和８年度エイジフレンドリー間接補助金実績報告書及び精算払請求書」
・エイジフレンドリー補助金事務センターより様式をダウンロードして使用してください

	2 様式２(写)
	・第２段階の「令和８年度エイジフレンドリー間接補助金交付決定通知書」

	3 様式１－３
	・第２段階の「対象経費内訳書」
交付決定後の「対象経費内訳書」（査定がない場合は申請書提出分の写し）
また、実績額等が異なる場合は実績で作成した「対象経費内訳書」をプラスして提出してください
※発注・購入業者等が、複数の場合は、業者ごとに小計で記入してください

	4 発注書等(写)
	口頭・電話は不可です。必ず日付が入ったものを提出してください
第二段階の見積書を発注(注文)書の代用とせず、必ず発注(注文)書を提出ください
・電子商取引購入(Amazon、モノタロウ等)の場合は「注文完了画面」を印刷
　(発注日・品名・型番・金額・個数・納品日がわかるように印刷してください)

	5 納品書等(写)
	必ず日付が入ったものを提出してください
第１段階の
　➡自社の安全衛生担当者等が実施したリスクアセスメントの結果表を添付してください
第２段階の
➡物品購入の場合：「納品書(写)」（品名・型番・数量など明細がわかるもの）
➡工事施工等の場合：「工事完了報告書(写)」（具体的な工事施工内容がわかるもの）

	6 写真
	第１段階の補助対象となるリスクアセスメントを実施した場所が確認できるものを提出してください
➡対策事業場複数の場合：全数の写真
第２段階の補助対象となる機器等の購入・工事の施工等が確認できるものを提出してください
➡補助対象となる機器等が複数の場合：全数の写真）
➡機器の設置等：機器本体、型番、設置箇所の状況がわかる写真

	7 請求書(写)
	
第２段階の業者からの請求書

	8 支払について　※原則銀行振込。現金の場合は１０万円以内に限ります(その場合はむ領収書を提出)
　　　　　　　　電子商取引の場合のアマゾン・モノタロウ等のネット会社等の領収書は不可です。
　　　　　　　　必ず銀行の振込明細書等を提出してください

	銀行振込振替
(第２段階)
	銀行の振込明細書(写)または銀行の振込金受取書(写)を提出（領収書は不可）
・ネットバンキングの場合、振込完了画面・取引明細照会画面等打ち出しを提出
（振込予約画面の場合は引落日の出金明細も同時に提出）

	市販品店頭購入
(第２段階)
		クレジットカードで支払った場合はカード会社の利用明細書、利用代金の引き落とし部分の通帳の写しを必ず提出


レシート(写)を提出
・市販品の店頭購入と記載ください
・領収書部分のみの提出は不可

	クレジットカード
(第２段階)
	カード会社の利用明細書(写)、利用代金の引落部分の通帳(写)を必ず提出
・引落された日が支払日となります

	※手形・小切手・クレジット(分割払)・電債・電子マネー、・プリペイドによる支払は不可とします




※他のコースにて交付決定した場合、熱中症対策コースは「請求に必要な提出資料一覧表」を、コラボヘルスコースは「請求に必要な提出資料一覧表」、の、必要資料を揃えて提出してください
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
支払請求資料の提出期限は令和９年１月３１日です（当日消印有効）
	≪支払請求資料提出先≫　〒１０５－００１４　東京都港区芝１－４－１０　トイヤビル５階
エイジフレンドリー補助金事務センター「支払担当」



	≪支払に関するお問合せ≫　お問合せは電話でお願いします。メールでのお問合せは回答できかねます
【電話番号】０３（６８０９）４０８５
（受付時間　平日１０：００～１５：００、土日祝休み）


※事務センターより指示があった場合【追加資料送付専用メールアドレス】af-shiharai@jashcon.or.jpをご利用ください
※交付決定を受けた後、申請内容について特段の理由により中止する場合は必ず電話にてご連絡ください
【中止の場合の連絡・問合せ先】電話番号：０３（６３８１）７５０７

































様式3
令和　年　月　日
日本労働安全衛生コンサルタント会会長　殿
所在地
企業・法人名称
代表の役職と氏名

令和８年度エイジフレンドリー間接補助金実績報告書及び精算払請求書

（受付番号『第２段階』〇〇〇〇〇〇）により交付決定の通知を受けた令和８年度エイジフレンドリー間接補助金（以下、「間接補助金」という。）に係る間接補助対象経費を支出しましたので、令和８年度エイジフレンドリー間接補助金交付規程第１３条第１項の規程に基づき、下記１及び２のとおり報告するとともに精算払いを受けたいので、下記３及び４のとおり請求します。

記

１　間接補助金の対象となる安全衛生対策(『第１段階』リスクアセスメントの実施及び『第２段階』機器等の導入・工事の施工等)の実施状況が確認できる資料　（下記５「添付資料」を参照）

２　間接補助金対象経費の支出実績及び支出日
	

	専門家統合対策コース
	合   計


	
	第１段階
	第２段階
	

	間接補助金
対象経費総額
	円(税抜)

※小数点以下は切り捨て
	円(税抜)

※小数点以下は切り捨て
	円(税抜)

※小数点以下は切り捨て

	
支　出　日

	
年　　月　　日
　
	
　年　　月　　日
	



３　間接補助金請求金額
	
	第１段階
	第２段階
	合計

	間接補助金請求金額

	円(税抜)
※小数点以下は切り捨て
	円(税抜)
※小数点以下は切り捨て
	円(税抜)
※小数点以下は切り捨て


・総合対策コースの上限額は、第２段階の間接補助金対象経費の２分の１または１００万円のどちらか低い方

４　補助金の受取口座
	フリガナ
	

	口座名義
	

	金融機関名
	(銀行等名称)
	(支店等名称)

	預金種別
	（　普通　・　当座　）※どちらかに〇をつけてください

	口座番号
	
	
	
	
	
	
	
	※右詰めで記入してください



５　添付資料
「令和７年度エイジフレンドリー間接補助金の請求に必要な提出資料一覧表」に記載がある資料
※必要な資料に漏れがある場合は補助金の支払はできません

	担当者氏名
	
	連絡先
	



令和８年度エイジフレンドリー補助金　対象経費内訳書 （支払請求用）
※実績額で作成してください

　必ず税抜額(小数点以下切り捨て)を記入してください　
	No,
	実施する対策(商品名、型番等を記入)
	単価(税抜)
①
	数量(単位含)
②
	合計(円・税抜)
①×②の計を記入
	備考
	事務センター使用欄

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	総計(税抜)
	
	




